
障害者による文化芸術活動の推進を求める意見書 

 

近年、障害者の文化芸術活動が、特にアール・ブリュットと呼ばれる芸術分

野などで注目を集めており、技巧や流行に囚われず、心のまま自由に創作され

た美術作品が、多くの人々を魅了している。また、障害者の文化芸術活動は、

障害者の社会参加の促進、共生社会の実現、芸術文化の発展への寄与といった

観点からみても大きな意義がある。 

一方、障害者が文化芸術活動に取り組むための環境については、現在のとこ

ろ、十分に整っておらず、制作環境の整備や作品の発表機会の確保、販売の支

援などが求められている。これらの支援については、現在、国において、超党

派の議員連盟が成立を目指している「障害者による文化芸術活動の推進に関す

る法律案」にも掲げられており、今後、多様な施策が展開されるとの期待が高

い。 

しかしながら、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向け

た文化プログラムの中で、障害者の文化芸術活動を展開することを考えると、

より早期から、障害者の文化芸術活動の裾野を広げなければならず、既に時間

的余裕はない。 

よって、本区議会は、国会及び政府に対し、障害者による文化芸術活動の推

進に関する法律を早期成立するとともに、障害者の文化芸術活動を推進する取

組みを早急に実施するよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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